
区民委員会情報連絡 

令和３年６月２９日 

情報連絡事項 頁 

１ 国民健康保険料口座振替新規加入促進キャンペーンの実施について ・・ ２ 

２ 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給適用期間の 

延長について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

（区 民 部） 



区民委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

１ 国民健康保

険料口座振替

新規加入促進

キャンペーン

の実施につい

て 

所管課 

【国民健康保険

課】 

国民健康保険料口座振替新規加入促進キ

ャンペーンを以下のとおり実施するため報

告する。 

記 

１ 対象者 

令和３年６月１６日～１２月１日の間

に国民健康保険料の口座振替を新規に申

込みした方。 

２ 賞品及び当選者発表 

対象者の中から抽選で１００名に、足立

区内共通商品券２，０００円分を進呈し

た。なお、当選者の発表は商品の発送をも

ってかえる。 

３ 期待される効果 

  令和２年度新規口座申込数３，６５７人 

×１１０，３８４円(一人あたりの保険料) 

＝４０３，６７４，２８８円 

※ 上記は令和２年度の申込数をもとに算

出した金額である 

４ 今後の方針 

  令和３年度国民健康保険料決定通知書に

案内チラシを同封し周知を図っていく。 

左記のとおり 区ホームペ

ージ、チラ

シ、あだち

広報 
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区民委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 日時及び場所 ＰＲの方法 

２ 新型コロ

ナウイルス

感染症にか

かる傷病手

当金の支給

適用期間の

延長につい

て 

所管課 

【国民健康保

険課、高齢医

療・年金課】 

国民健康保険及び後期高齢者医療制度における被

保険者に対する傷病手当金の給付について、適用期

間を延長する。 

１ 適用期間 

※ 療養のため労務に服することができない期間

延長前：令和２年１月１日～

令和３年６月３０日 

延長後：令和２年１月１日～ 

令和３年９月３０日 

２ 傷病手当金の概要【変更なし】 

（１）対象者

国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保

険者で、給与等の支給を受ける被用者のうち、 

新型コロナウイルス感染症にり患等（感染又は 

発熱等症状により感染が疑われる場合を含む） 

し、療養のために労務に服することができず、 

給与の全部または一部を受け取ることができな 

かった者 

（２）支給額

直近の継続した３月間の給与等収入の合計額

÷就労日数×２/３×日数（り患等により労務に 

服することができなくなった日から起算して３ 

日を経過した日から労務に服することができな 

い期間のうち労務に就くことを予定していた日 

数） 

３ 支給手続【変更なし】 

（１）国民健康保険

足立区国民健康保険課への郵送申請を原則と

する。労務に服することができなかった際の状 

況を聴き取りのうえ、希望者に申請書類一式を 

送付する。 

（２）後期高齢者医療制度

東京都後期高齢者医療広域連合への郵送申請

を原則とする。 

施行期日 

公布の日か

ら施行 

区広報紙 

区ホーム

ページ 

東京都後

期高齢者

医療広域

連合ホー

ムページ
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区へ相談で来庁した場合には、記載内容を確 

認の上、郵送用申請封筒（広域連合にて作成） 

をお渡しする。 

４ 規則改正等 

（１）足立区国民健康保険

「足立区国民健康保険条例施行規則」

令和３年６月２２日公布

（２）東京都後期高齢者医療広域連合

「東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例の施行 

期日及び適用期間の終期を定める規則の一部を 

改正する規則」令和３年５月２５日公布 

※ 申請書類の受付等の事務が発生しないため

「足立区後期高齢者医療に関する条例」の改 

正は行わない。 

５ 支給実績（令和３年５月３１日現在） 

※ 令和２年度と３年度の累計実績

（１）国民健康保険

ア 支給額  ３，６５１，３８２円 

イ 申請件数 ６０件 

ウ 支給件数 ５９件 

（２）後期高齢者医療制度（東京都後期高齢者医療

広域連合で受付・支給） 

ア 支給額    １０３，０２６円 

イ 申請件数         ２件 

ウ 支給件数         ２件 
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